
重要な会計方針及び財務諸表注記 

 

〔重要な会計方針〕 

 当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和

３年９月21日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関す

るＱ＆Ａ」（令和４年３月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）のうち、収益認

識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

   業務達成基準を採用しております。 

   なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動に

ついては期間進行基準を採用しております。 

   

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   貯蔵品は、最終仕入原価法によっております。 

 

３．減価償却の会計処理方法 

（１）有形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物                2～50 年 

構築物               2～50 年 

機械及び装置             4～7 年 

船舶及び航空機             7 年 

車両運搬具              3～4 年 

工具器具備品            2～15 年 

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 87第 1項）及び資産除去債務に対応する

特定の除去費用等（独立行政法人会計基準第91）に係る減価償却に相当する額については、

減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法を採用して

おります。 

 

（２）無形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

   特許権                  8年 

   ソフトウェア                          3～5年 

 

４．賞与引当金の計上基準 

   役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を

計上しております。なお、役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる

見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。  

 

 

 



５．退職給付引当金の計上基準 

   役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時

金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。  

 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として

処理しております。 

 

７．収益及び費用の計上基準 

（１） 受託収入 

受託研究に係る収益は、主に国又は地方公共団体から支出された委託費であり、委託契約等 
に基づいてサービス等を引き渡す義務を負っております。 

当該履行義務は、サービス等を引き渡す一時点において、顧客が当該サービス等に対する支 
配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。 

    

８.リース取引の処理方法 

    リース料総額が3,000千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

    リース料総額が3,000千円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

９．消費税等の会計処理 

    消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

 

〔重要な会計方針の変更〕 

独立行政法人会計基準の改訂により、当該事業年度より、約束したサービス等の支配が顧客に移

転した時点で、当該サービス等と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。 

これによる経常利益、当期総利益への影響はございません。 

履行義務の充足前に受領した前受金について、前事業年度までは前受金と表示しておりました

が、独立行政法人会計基準の改訂により、当該事業年度より「契約負債」と表示しております。 

 

〔重要な表示方法の変更〕  なし 

 

〔貸借対照表関係〕 

１．その他行政コスト累計額のうち、出資を財源に取得した資産にかかる金額 20,466,469,562円 

 

２．減損について   なし 

 

 



〔行政コスト計算書関係〕 

１．独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 

   行政コスト                                              21,893,727,473円 

   自己収入等                           ▲ 3,927,541,636円 

   機会費用                                   160,072,354円 

   独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト    18,126,258,191円 

 

２．機会費用の計上方法 

   政府出資の機会費用の計算に使用した利率 

   10年利付国債の令和6年3月末利回りを参考に0.725％で計算しております。 

 

〔損益計算書関係〕 

１．ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額 

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、▲10,552,464円であり、当該影響額

を除いた当期総利益は、134,893,337円であります。 

 

２．オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料 

 ①貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料  3,008,148円 

 ②貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料         8,021,728円 

 

〔キャッシュ・フロー計算書関係〕 

１．資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

   現金及び預金勘定                                     9,495,126,253円 

   資金期末残高                                   9,495,126,253円 

 

２．重要な非資金取引              

ファイナンス・リースによる資産の取得 1,140,482,291円      

 

〔金融商品関係〕 

１．金融商品の状況に関する事項 

資金運用については短期的な預金に限定しております。   

未収債権については、概ね国（環境省）からの業務受託に係る未収金です。また、投資有価証

券は、保有しておりません。未払債務については、一年以内の支払期日に係る未払金です。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

現金は注記を省略しており、預金、未収金及び未払金は短期で決済されるため時価が帳簿価

額に近似することから、注記を省略しております。 

 



〔退職給付関係〕  

１．採用している退職給付制度の概要 

   当法人は、役職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度及び国家公務員共済

組合法の退職等年金給付制度を採用しております。 

   非積立型の退職一時金制度では、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法

により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 

 

２．確定給付制度 

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

  期首における退職給付引当金                          1,505,005,961円 

退職給付費用                                186,480,758円 

   退職給付の支払額                            ▲ 188,196,309円  

  期末における退職給付引当金                          1,503,290,410円 

  

（２）退職給付に関連する損益 

    簡便法で計算した退職給付費用                         186,480,758円  

 

３．退職等年金給付制度 

   当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、19,422,699円でありました。 

 

〔収益認識関係〕 

   当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第８６における収益に重要性が乏しいため、 

注記を省略しております。 

（１） 収益の分解情報 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりです。 

 

（単位：円） 

  研究事業 情報 

事業 

適応事業 法人 

共通 

合計 

受託収入 3,624,817,880  － 159,350,119  － 3,784,167,999 

内訳           

政府又は地方公共 

団体受託研究収入 

1,820,137,398  － 159,350,119  － 1,979,487,517 

民間等受託研究収入 1,804,680,482  － －  － 1,804,680,482 

 

 

（２） 収益を理解するための基礎となる情報 

「Ⅰ．重要な会計方針」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

（３）当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

    当該事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、2,120百万円 
であり、当法人は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて令和６年から令和 
10年までの間で収益を認識することを見込んでいます。 



（４）契約資産及び契約負債の残高等 

未収金のうち顧客との契約から生じた債権は、2,085百万円です。 

 

〔重要な債務負担行為〕  

１．重要な工事請負契約、物品購入契約等 

１）「子どもの健康と環境に関する全国調査」学童期検査

（小6）に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学

検査等業務 

1,486,242,443円 

２）令和 4 年度国立研究開発法人国立環境研究所中央監

視システム刷新省エネ化整備工事 

1,193,500,000円 

３）エコチル調査データ管理システムの更改及び運用保

守業務 

1,026,833,136円 

４）エコチル調査参加者ポータルシステムにおけるギフ

ト券発行業務（単価契約）一式 

961,024,175円 

５）国立環境研究所スーパーコンピューター一式に関す

る賃貸借及び運用保守業務 

764,819,000円 

６）令和３年度国立研究開発法人国立環境研究所特別高

圧受変電施設老朽化緊急対策整備工事 

722,286,400円 

７）国立研究開発法人国立環境研究所電気・機械設備運転

管理業務 

704,088,000円 

８）エコチル調査参加者ポータルシステムの構築及び運

用保守業務 

552,631,560円 

９）国立環境研究所 GOSAT-GW プロジェクト GOSAT 第 3

世代データ処理運用システム用計算機（第1次導入） 

1式 賃貸借 

459,564,028円 

10）「子どもの健康と環境に関する全国調査」10 歳詳細

調査に係る生体試料回収、輸送、分注及び生化学検査

等業務 

334,431,731円 

 

２．偶発債務  なし   

 

〔資産除去債務関係〕 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

１．資産除去債務の概要 

石綿障害予防規則（以下「石綿則」という。）に基づくアスベスト除去費用及び放射性同位元素等 

による放射線障害の防止に関する法律（以下「放射線障害防止法」という。）に基づく除去費用であ 

ります。 

 

２．資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込み期間を 26 年から 50 年と見積もり、割引率は 2.253％から 2.304％を使用して資産除    

去債務の金額を計算しております。 

 

 



３．当事業年度における資産除去債務の総額の増減 

期首残高 56,765,312円 

有形固定資産の取得に伴う増加額  － 

時の経過による調整額  1,290,044円 

資産除去債務の履行による減少額   － 

その他増減額（▲は減少）  － 

期末残高   58,055,356円 

 

〔不要財産に係る国庫納付等〕  なし 

 

〔重要な後発事象〕  なし 


